
みんなで防ごう特殊詐欺！！

警察官を騙る特殊詐欺の電話に注意！

（鳥取県内で発生した実際の被害事例から）

～自宅電話に突然、警察を名乗る者からの電話で～
鳥取県警捜査二課の○○です。
詐欺犯人を捕まえたら、あなた名義の通帳が出てきた。
このままではあなたの通帳にあるお金が凍結されて使えなくなってしまう。
すぐに金融機関の窓口でお金をおろし、自宅で保管しておいて下さい。

～金融機関でお金をおろして自宅に帰った頃、警察官をかたる者から再度電話で～
鳥取県警の○○です。
金融機関で事件があって、あなたが引出したお金についている指紋をとりたいので、
お金を警察で預からせてほしい。今から警察官が自宅に伺います。

詐欺であり、絶対にお金を預けてはいけません！
警察官が、犯罪捜査を理由に、
「金融機関から高額現金の引出しを依頼すること」
「直接、現金（キャッシュカード、通帳も含む）を預かること」
は絶対にありません。
このような電話がかかってきたら、必ず最寄りの警察署に電話をして、確認して下さい！

（被害防止対策）
◎ 詐欺犯人と直接話す機会を無くすことが重要です！
◎ 在宅中でも、自宅電話は留守番設定、携帯電話は非通知番号の着信拒否
設定をしましょう！

安全にインターネットを使うには
インターネット上の情報に注意！

インターネット上の情報は、便利で役に立つ内容もたくさんありますが、嘘や騙そうとするものも

あります。

身に覚えのない利用料金の請求や有料会員登録をされた場合には、お金を支払ったり、相手方へ問

い合わせ等の連絡をせず、警察へ相談してください。

ＩＤとパスワードをしっかり管理！

ＩＤとパスワードを不正に使用され、インターネットバンキングでお金を盗まれたり、インターネ

ットショップで買い物をされる被害が増加しています。

他人にＩＤやパスワードを教えない事はもちろん、パスワードの使い回し、誕生日、名前など他人

が予想しやすいパスワードは使用することなく、二段階認証の設定を心がけましょう。

～駐在所から一言～

皆様こんにちは！本年もよろしくお願い致します。
寒い時期が続きますが、体調を崩されないよう、健康管理に注意して下さいね。
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